
卒業式や入学式などにおける「日の丸・君が代」

の実施にともなって、思想・良心の自由が侵害され

るケースが増えています。具体的には、「君が代」

のピアノ伴奏や子どもたちへの指導が教員に職務命

令で強制される、「君が代」斉唱時に起立しなかっ

た子どもたちを校長・教頭や来賓の議員が大声で怒

鳴りつける、といった事例が報告されています。「国

旗・国歌法」制定時の政府見解（決して強制するも

のではない）はどこに行ったのでしょうか？

このホットラインは、「日の丸・君が代」の強制

によって予想される人権侵害をそのままにしてはお

けない、という思いから２０００年にスタートしま

した。これまでに、メールやファックスによる訴え

が教職員や保護者・子どもたちから寄せられ、弁護

士を交えた相談も行いながら、重大な問題について

は教育委員会 への申し入れ、校長との話し合いに

とりくんできました。もし、「日の丸・君が代」の

強制による思想・良

心の自由への侵害が

行われたとき、ぜひ

ホットラインへ相談

して下さい。ともに

考え、行動していき

ましょう。

「日の丸・君が代」強制反対

ホットラインとは？
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新たな出発を

自分らしく

ホットラインへの相談
F A X：０６（６９４２）２３４３
ホームページ

http://www7a.biglobe.ne.jp/~hotline-osaka/

メール：hinokimiosk@yahoo.co.jp
※別に弁護士との相談会を設けています。

国旗・国歌法問題に如何に取り組むか

―最近の裁判事例を踏まえてー
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注文はホットラインまで！


